三重県交通不便地域等移動手段確保総合対策補助金交付要領

（通則）
第１条　三重県交通不便地域等移動手段確保総合対策補助金（以下「補助金」という。）については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号）、三重県補助金等交付規則（昭和37年三重県規則第34号）及び地域連携部関係補助金等交付要綱（平成24年三重県告示第241号）に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

（目的）
第２条　この補助金については、人口減少や高齢化が進行する中、交通不便地域等において、高齢者の買い物や通院、若者の通学などの日常的な移動手段や、観光地での二次交通などを確保するため、市町等が行う取組の費用の一部を補助することにより、地域内交通のネットワーク構築につなげることを目的とする。

　（定義）
第３条　この要領において、次に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。
一　「協議会」とは、市町、民間事業者、地方運輸局等により構成される合議体をいう。
二　「次世代モビリティ等」とは、自動運転バス、グリーンスローモビリティ、超小型モビリティ、ＡＩ（人工知能）配車システムを活用したオンデマンド交通、連携基盤システムを活用した交通システムなどの先進的なモビリティサービスをいう。
三　「自家用有償旅客運送」とは、道路運送法第78条第２号に規定する自家用有償旅客運送のうち、道路運送法施行規則第49条第１号に規定する交通空白地有償運送（いわゆる公共ライドシェア）をいう。
四　「ボランティア輸送」とは、公共交通機関又は自家用有償旅客運送の利用が困難な状況にある住民に対する互助・ボランティアによる輸送で、道路運送法上の許可又は登録を要しないものをいう。
五　「自家用車活用事業」とは、道路運送法第78条第３号に基づき、タクシーが不足する地域・時期・時間帯において、地域の自家用車や一般ドライバーを活用して有償で運送サービスを提供する制度（いわゆる日本版ライドシェア）をいう。
六　「交通結節点」とは、異なる交通機関を相互に連絡し、さまざまな交通需要に対応した体系的な交通サービスを提供する鉄軌道施設、バスターミナル、バス停留所、海上交通における港及びこれらに附随する駅前広場等の関連施設をいう。
七　「交通事業者」とは、県内に本社又は営業所を有する鉄道、乗合バス、航路、タクシー事業者をいう。


（補助対象事業者）
第４条　補助の対象となる事業者（以下「補助対象事業者」という。）は、次に掲げる事業者とする。
一　市町
二　民間事業者（ただし、別表１（１）又は（２）を申請する民間事業者は、市町の協議会等で協議対象とするなど、市町と連携する取組を実施する事業者に限る。）
三　補助対象事業の実施に関係する者により構成される協議会（ただし、民間事業者のみで構成される協議会は除く。）
四　公益社団法人三重県バス協会、一般社団法人三重県タクシー協会

（交付の対象等）
第５条　三重県知事（以下「知事」という。）は、補助対象事業に必要な費用のうち、補助金交付の対象として知事が認める費用（以下、この要領において「補助対象経費」という。）について、予算の範囲内において補助対象事業者に対し補助金　　を交付する。
２　本要領における補助対象事業は、別表１に掲げるとおりとする。
３　補助対象経費及び補助率については、別表２に掲げるとおりとする。
４　前項の補助対象経費に係る消費税及び地方消費税相当額（以下「消費税等相当額」という。）のうち、仕入控除を行う場合における仕入控除の対象となる消費税等相当額については、補助対象としないものとする。
５　第３項の補助対象経費に係る消費税等相当額のうち、一部または全部について仕入控除ができない場合は、補助対象経費に係る消費税等相当額を補助対象とするものとする。この場合においては、第６条に規定する補助金交付申請書に仕入控除ができない理由を記載した理由書を添付しなければならない。上記により消費税相当額を含めて補助対象経費とした場合は、様式第１３号に当該補助対象事業完了年度の消費税の確定申告書等と添付して知事に提出するものとする。

（補助金交付申請）
第６条　補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、すみやかに様式第１号による補助金交付申請書に、次の各号に掲げる書類を添付し、知事に提出しなければならない。ただし、補助対象事業者が市町の場合は第二号に規定する書類の添付を要しない。
一　事業の実施に関する事項（補助対象事業実施後の本格導入や定着に向けた計画等を含む。）を記載した計画その他の必要な書類
二　申請者（役員等）に関する事項（様式第１号－２）
三　歳入歳出予算書（見込）抄本（様式第１号―３）

（補助対象事業の着手時期）
第７条　補助対象事業の着手は、原則として交付決定のあった日以降でなければならない。ただし、事業の性格上やむを得ない理由があると知事が認めた場合は、この限りでない。
２　前項ただし書の規定により交付決定前に事業に着手しようとする場合は、前条の規定により提出する補助金交付申請書に事前着手届（様式第２号）を添付するものとする。

（交付の決定及び通知）
第８条　知事は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、審査のうえ、交付決定を行い、様式第３号による交付決定通知書により補助対象事業者に通知するものとする。
２　知事は、前項の通知に際して、次の各号に掲げる条件その他必要な条件を付すことができる。
一　三重県の交付する補助金等からの暴力団等排除措置要綱（以下「暴力団排除措置要綱」という。）別表に掲げる一に該当しないこと。
二　暴力団排除措置要綱第８条第１項に定める不当介入を受けたときは、警察に通報を行うとともに捜査上必要な協力を行うこと及び知事に報告すること。

　（交付決定の変更等の申請）
第９条　補助対象事業者は、補助対象事業の内容または補助対象経費の配分等を変更しようとするときは、あらかじめ変更承認申請書（様式第４号）に関係書類を添えて、知事に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる軽微な変更については、この限りでない。
一　補助対象事業の内容の変更で、補助金の額に影響を及ぼさない変更
二　補助対象事業に要する経費の配分の変更で、補助対象経費の30パーセント未満
の変更
三　補助金の額の変更で、交付決定額の30パーセント未満の減額変更
２　知事は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して、交付の決定を変更し、書面（様式第５号）により補助対象事業者へ通知するものとする。

　（申請の取り下げ）
第１０条　補助対象事業者は、補助金の交付の決定後、その交付の決定に係る申請の取り下げをするときは、交付決定の通知を受けた日から起算して３０日以内に、その旨を記載した書面を知事に提出しなければならない。

　（事業の中止等）
第１１条　補助対象事業者が補助対象の事業の中止又は廃止をしようとするときは、速やかに事業中止（廃止）承認申請書（様式第６号）を知事に提出し、その承認を受けなければならない。
２　知事は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、書面（様式第７号）により補助対象事業者へ通知するものとする。
（補助金の交付の取り消し及び返還）
第１２条　知事は、補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
一　本要領の規定に違反したとき。
二　補助金の交付の決定の条件に違反したとき。
三　補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。

（状況報告）
第１３条　補助対象事業者は、知事の要求があった場合には、すみやかに様式第８号による状況報告書を提出しなければならない。
２　補助対象事業者は、補助対象事業が補助対象事業年度内に完了しない見込みであるときは、状況報告書にその理由を付してすみやかに知事に提出しなければならない。

　（実績報告）
第１４条　補助対象事業者は、補助対象事業が完了したときは、その日から１か月を経過した日又は翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに様式第９号による完了実績報告書を知事に提出しなければならない。

　（補助金の額の確定等）
第１５条　知事は、前条に規定する完了実績報告を受けた場合は、その報告に係る補助対象事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、様式第１０号による額の確定通知書により補助対象事業者に通知するものとする。

（補助金の請求）
第１６条　補助対象事業者は、県からの補助金の支払いを受けようとするときは、様式１１号による補助金支払請求書を知事に提出しなければならない。

　（補助金の整理）
第１７条　補助対象事業者は、補助対象経費に係る補助金について収入及び支出に関する帳簿を備え、他の経理と区分して補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
２　補助対象事業者は、前項の帳簿とともにその内容を証する書類を整理して、補助対象事業の完了する日の属する年度の終了後５年間保存しなければならない。

　（取得財産等の整理）
第１８条　補助対象事業者は、取得財産等に関する特別の帳簿を備え、取得財産等を取得し、又は効用の増加した時期、所在場所、価格及び取得財産等に係る補助金等の取得財産等の状況が明らかになるよう整理しなければならない。
　（帳簿等の保存）
第１９条　補助対象事業者は、次の各号に掲げる帳簿等を、補助対象事業の完了する日の属する年度の終了後５年間保存しておかなければならない。
一　取得財産等の得喪に関する書類　
二　取得財産等の現状把握に必要な書類及び資料類

（取得財産の管理等）
第２０条　補助対象事業者は、取得財産等について、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

（取得財産等の処分の制限）
第２１条　補助対象事業者は、取得財産等について、補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）を勘案して、大臣が別に定める期間を経過するまでは、知事の承認を受けずに補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保（以下「処分」という。）に供してはならない。
２　補助対象事業者は、前項の処分をしようとするときは、あらかじめ様式第１２号による財産処分承認申請書を提出して知事の承認を受けなければならない。
３　知事は、前項の承認をしようとする場合において、交付した補助金のうち第１項の処分時から財産処分制限期間が経過するまでの期間に相当する分を原則として返還させるとともに、さらに当該処分により補助対象事業者に利益が生じるときは、交付した補助金額の範囲内でその利益の全部又は一部を県に納付させることとする。

　　　附　　則
この交付要領は、令和２年４月１日から施行する。

附　　則
この交付要領の改正は、令和３年４月１日から施行し、令和３年度予算から適用する。

附　　則
この交付要領の改正は、令和４年４月１日から施行し、令和４年度予算から適用する。

附　　則
この交付要領の改正は、令和５年４月１日から施行し、令和５年度予算から適用する。

附　　則
この交付要領の改正は、令和６年４月１日から施行し、令和６年度予算から適用する。


附　　則
この交付要領の改正は、令和７年４月１日から施行し、令和７年度予算から適用する。



別表１（第５条第２項関係）
	補助対象事業

	（１）地域における移動手段確保事業
　・以下の各項目の事業に係る調査・分析、実証事業や本格運行および定着に向けた取組とする。
　・本格運行への支援は、導入後２年目（実証事業期間は含まない。）までの取組とする。ただし、⑧の取組は導入後３年目までの取組を支援する。
　・⑧の取組は優先採択を行う。

①高齢者の買い物や通院、若者や子どもたちの通学など、日常生活に必要な移動手段を確保する事業
　②地域産業の活性化や、地域の拠点となるコミュニティ・ターミナルへの接続を図る事業
　③鉄道駅等から観光地や企業までの二次交通の確保を図る事業
　④路線バスや市町が運営するコミュニティバス等の増便等を行う事業
　　※ただし、他の公共交通との接続強化や利便性向上を図るなど、公益上の必要性が認められる場合に限る
⑤ＭａａＳやＡＩ等の新たな技術や次世代モビリティ等を活用する事業
　⑥地域におけるボランティア輸送や助け合い交通、スクールバスなど多様な輸送資源の活用に係る事業
　⑦自家用車活用事業を活用した事業
　⑧自家用有償旅客運送を活用した事業
　⑨タクシー利用助成事業（既存バスの廃止代替措置等）
⑩その他、知事が必要と認める事業


	（２）交通結節点等における乗継環境整備事業
　複数の公共交通の乗り継ぎを促進するために取り組む以下の事業とする。
①バス停や駅などの交通結節点等における待合環境や乗継環境の整備を行う事業
　　※ただし、交通事業者が実施する取組については、公益上の必要性が認められる場合に限る
②乗継運賃の負担軽減に係る事業
③乗継情報の提供等に係る事業
④その他、知事が必要と認める取組


	（３）自動運転導入推進事業
　①将来的なレベル４での運行を見据えて、市町が実施する実証事業とする。
　　※調査と実証事業に限り、本格運行は含まない。


	（４）運転士等担い手確保（一般ドライバーを含む。）の事業
　以下の各項目の事業とする。
①ドライバーの確保に係る事業
　②女性や外国人など誰もが働きやすい職場環境づくりを行う事業
　③その他、知事が必要と認める事業






別表２（第５条第３項関係）
	補助対象経費
	補助率

	
（１）地域における移動手段確保事業
（ア）調査費
・公共交通の現状や地域のニーズに関する調査・分析、新たな交通手段の導入可能性の検討や実施計画立案などに係る委託費等
・交通ネットワーク見直しに向けた乗降調査や需給調査などの現状把握や分析に要する委託費等
・利用者アンケート調査や分析等に係る費用
・先進地視察に要する旅費等
・指導・助言等を依頼した講師・有識者への謝金、旅費等
（イ）運行に係る費用
（ⅰ）車両費　
　・運行車両の購入又は改造費
・運行車両のレンタル・リースに係る費用
・運行車両のラッピング費用
・運行車両の修繕費
・乗降場所の整備など車両等関連施設整備に係る費用
・登録諸費、保険料
・付属品（タイヤ、車体表示、運賃箱等）の購入費
（ⅱ）運行費
　・運行に係る人件費、燃料費、通信費、交通事業者等への委託費等
　・バス増便に係る人件費、燃料費、通信費および委託料等
（ⅲ）ドライバー関連費用
・運行に従事するドライバー（一般ドライバーを含む。）の研修費、任意保険料など安全面等に係る費用
（ウ）システム導入等に係る費用
・連携基盤システム（ソフトウェア、クラウドサービス、アプリケ
　ーション）の購入・開発費および利用料
・ＡＩ配車システム（ソフトウェア、クラウドサービス、アプリケ
ーション）の購入・開発費および利用料
・事業に要するパーソナルコンピュータ・タブレット端末の購入費およびレンタル・リース費
・キャッシュレス決済の導入に必要なシステム導入・開発費および利用料
・キャッシュレス決済の導入に必要な端末（決済端末機器及び付属
機器）の購入費およびレンタル・リースに係る費用
　・ＭａａＳや自家用車活用等の取組推進や改善にあたって必要となるシステムの購入・開発および利用料
（エ）タクシー利用助成事業
　・交通空白の解消を目的として市町が交通施策と位置付け新たにタクシー料金の一部を負担又は補助した額
（オ）その他
　・（ア）～（エ）の事業推進のため、無料のお試し乗車券や広報などの利用促進や、運転免許の返納促進のため実施した取組に係る費用
・（ア）～（ウ）に係る取組を実施した事業者や団体に対して、市町が負担又は補助した額
　・その他、必要と認められる費用
　
	
１／２
（１事業あたり限度額300万円）

※別表１の（１）⑦の取組は限度額500万円

[bookmark: _Hlk193449760]※別表１の（１）⑧の取組は限度額500万円。ただし、導入実績のない市町が補助対象の場合は、自家用有償旅客運送の登録後の初年度の取組に限り限度額800万円とする。
なお、以下の場合は、指定の額を上乗せした金額を限度額とする。
・事業者協力型自家用有償旅客運送の登録の初年度の取組に限り200万円。
・車両の購入が必要な取組は200万円。

※国や他の地方公共団体等から補助を受ける場合、市町等負担額の１／２

※地域内交通ネットワークの構築に向けて、複合的・効果的な取組を推進する市町の取組について、県が重点的に支援を行うことが必要と認める場合は限度額を設定しない。


	
（２）交通結節点等における乗継環境整備事業
（ア）バス停や駅等における待合所など乗継環境を整備するために必要な工事費、備品費、補助金・負担金等
※複数の公共交通の乗り継ぎを促進する取組に限ることとし、単一の公共交通に係るバス停設置等は含まない。
　（取組例）
　　・地域間幹線バスとコミュニティバスの接続を強化するためのバス停や待合所の整備
・スーパーや病院における待合所の整備
・駅前バス停のバスシェルターの整備
・交通結節点となるバスセンターにおける待合所の整備
・待合所のWi-Fi環境の整備
・案内モニター・案内標識（観光案内板等）・経路床面表示・音声案内による乗継案内等の整備や多言語化への対応
・パークアンドライド、サイクルアンドライド推進に係る施設設備の整備　など
（イ）乗継運賃の負担軽減に係る事業
　　・複数の公共交通の通し運賃などの取組に必要な委託料、補助金・負担金など
※減収分の補填は対象外
（ウ）乗継情報の提供等に係る費用
（取組例）
乗換情報などのウェブページ作成等


	
１／２
（１団体あたり限度額300万円）

※国や他の地方公共団体等から補助を受ける場合、市町等負担額の１／２

※地域内交通ネットワークの構築に向けて、複合的・効果的な取組を推進する市町の取組について、県が重点的に支援を行うことが必要と認める場合は限度額を設定しない。


	
（３）自動運転導入推進事業
（ア）調査費
・地域の受容性調査、自動運転の導入可能性の分析・検討、実施計画立案などに係る委託費等
・先進地視察に係る旅費等
・指導・助言等を依頼した講師・有識者への謝金、旅費等
（イ）運行に係る費用
（ⅰ）車両費　
　・自動運転車両の購入又は改造費
・自動運転車両のレンタル・リースに係る費用
・自動運転車両のラッピング費用
・自動運転車両の修繕費
・登録諸費、保険料
・付属品の購入費
（ⅱ）運行費
　・運行に係る人件費（運転士、保安員、遠隔監視員等）、燃料費・電気代、通信費、事業者等への委託費等
（ⅲ）ドライバー等関連費用
・ドライバーや保安員、遠隔監視員の研修費、ドライバーの任意保険料など安全面等に係る費用
（ウ）システム導入等に係る費用
・自動運転システム整備費、保守費・利用料
・運行管理システム整備費、保守費・利用料
・遠隔監視室設置費、機材費、賃借料
・データ通信費、クラウド利用料
・インフラ機材費、点検・保守費
・地図データ作成費、更新費
（エ）その他
　・自動運転導入推進事業の実施に係るＰＲ費
　・その他、必要と認められる費用　
	
１／２
（１事業あたり限度額800万円）

[bookmark: _Hlk193449855]※国や他の地方公共団体等から補助を受ける場合、市町負担額の１／２


	
（４）運転士等担い手確保（一般ドライバーを含む。）の事業　
（ア）資格取得及び業務実施に必要な費用
・二種免許取得費用
・求人広告、健康診断、研修等に要する費用
・人材確保のため支給する奨励金
・求人イベントの開催、出展など主に県外からの人材確保に要する費用
（イ）環境整備に係る費用
・事業者における人材定着に向けたセミナー等の開催に係る費用
・女性や外国人などの担い手確保のための取組に要する費用
　（取組例）
　　・女性専用のトイレや更衣室、休憩室、シャワールーム等の設置、改修など働きやすい職場環境づくり
　　・運行時における安全確保物品の購入や車両の安全装置の設置に係る初期経費
　　・外国人運転士の日本語修得に係る経費
　　・採用担当者等を対象にした研修経費、女性ドライバーの意見交換会の開催経費
　　・相談窓口等の設置に係る初期経費
　　　・短時間雇用等に係る実証事業に要する経費
（ウ）その他
　・（ア）～（イ）に係る取組を実施した交通事業者や団体に対して、市町が負担又は補助した額

	１／２
（１団体あたりの限度額は下記の通りとする。
・別表１（４）の①に係る取組で100万円
・別表１（４）の②に係る取組で100万円）

※国や他の地方公共団体等から補助を受ける場合、市町等負担額の１／２

	補助金の額
	補助対象経費に補助率を乗じて得た額以内とする。


	補助金の額の確定

	次に掲げる額のうち、いずれか少ない額とする。
（１）補助対象経費の実績額に、補助率を乗じて得た額
（２）補助金交付決定額（交付決定額を変更した場合は、当該変更後の額）
（３）補助対象経費から当該事業に係る収入に相当する額を控除した額に、補助率を乗じて得た額

	備考
	補助金の額については、千円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとし、その額が限度額を超える場合は当該限度額とする。




様式第１号
第　　　　　　　　　号
令和　　年　　月　　日


三重県知事　あて


住　　所　　　　　　　　　　
氏名又は名称　　　　　　　　


令和　　年度三重県交通不便地域等移動手段確保総合対策補助金交付申請書


令和　　年度三重県交通不便地域等移動手段確保総合対策補助金　金　　　　　　　円を交付されるよう、三重県交通不便地域等移動手段確保総合対策補助金交付要領第６条の規定に基づき、別紙関係書類を添えて申請します。



様式第１号　別紙



令和　　年度三重県交通不便地域等移動手段確保総合対策補助金
交付申請事業


　　　補助対象事業者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
	補助対象事業の
名称及び内容
	補助対象事業の着手及び完了予定日
	補助対象経費
	補助金額

	
	
	
	












（添付書類）
（1） 補助対象経費に係る見積書
（２）その他補助金の交付に関して参考となる書類


様式第１号　別紙（運転士等担い手確保（一般ドライバーを含む。）の事業以外）
事業の実施に関する計画
	１．事業名称
	

	２．補助の該当項目
	※１の事業が別表１のどの項目に該当するか、記号で記載してください。複数項目に該当する場合は全て表記してください。
（１）「地域における移動手段確保事業」①及び⑤

	３．申請者の所在地
及び名称
	所在地：　〒000-0000　○○市××町△△1-2-3
（例）○○市、○○協議会

	４．実施予定期間、時期
	

	５．実施体制及びそれぞれの役割
※事業に参画する組織・団体、その代表者名を記入してください。







	組織名（団体名）

○○市
NPO法人　××××
△△交通株式会社
株式会社○○○○

○○大学××研究室
国土交通省○○運輸支局
	代表者名

市長　○○○○
代表理事　×××
○○部部長　△△
代表取締役　△△

教授　××××

支局長　○○○○
	本事業における役割

全体調整、発注契約
企画立案
乗合バスの運行
事業で導入するオンデマンド交通の運行予定者
全体指導、調査方法指導

オブザーバー

	
	

	
	

	６．実施の背景

	（１）対象地域の概況
※事業を行う地域の概況、地域交通の現状等について記入してください。





（２）交通面での課題と要因
※既存の地域交通の課題（不足している点）や、住民がどのような点で困っているかを具体的に記入してください。






	
７．事業の内容

	（１）事業概要
※６（２）の課題解決に向けて、事業の概要を箇条書きで端的にご記入ください。
　①（実施項目）
　　（実施内容…）
　②
　
　③

（２）具体的な取組内容
※事業の内容を手法ごとに詳しく記入してください。
※記載例を以下に掲げていますが、適宜項目を追加、修正いただいて結構です。

例（１）：事業名「グリーンスローモビリティを活用した持続可能な移動手段確保事業」
　運行ルート：別添（案）のとおり
　対象：特段の要件なし（地域住民を想定）
実施期間：令和7年12月～令和8年１月
運行時間帯：平日8時00分から17時00分（１日当たり運行本数：○便）※利用者は、各停留で乗降
運行形態：●●協議会が車両（２台：車種「　」）をリースし、●●株式会社に運行を委託
利用料金：無償
運転・運行管理：●●株式会社に委託
利用者への周知方法：●●が●●にて利用の呼びかけ　　など

例（2）：事業名「●●社会福祉法人の空車両を活用した地域住民による移動手段確保事業」
運行ルート：別添（案）のとおり　※定時定路線型
　事業対象者：特段の要件なし（主に、地域の高齢者を想定）
実施期間：令和7年１１月～1２月
運行時間帯：毎週火曜日及び木曜日　午前○便、午後〇便
運行形態：地域住民が●●社会福祉法人所有の車両の提供（無償）を受けて運行
利用料金：無償
運転・運行管理：運転については地域住民、運行管理については●●株式会社に委託する。
市町の関与：●●市が地域住民に運行を委託し、運行に係る費用を支援する
運行時の責任：●●が、運行の実施とその結果について責任を負う
利用者への周知方法：●●市が●●にて利用の呼びかけ　など

例（3）：事業名「●●地区助け合いによる移動手段確保実証事業」
　対象地区（運行場所）、利用料金：●●市●●地区、無料
　対象：特段の要件なし（地域住民を想定）
実施期間：令和8年１月～令和8年３月
運行時間帯：平日8時00分から17時00分
運行形態：自治会が、●●市が所有する車両を使用して運行
運転：ボランティアが運転
運行時の責任：●●が、運行の実施とその結果について責任を負う
利用者への周知方法：●●が●●にて利用の呼びかけ　　など

（３）事業のポイント（効果、新規性・先進性、継続性）
　○効果
※７（２）に取り組むことで、６（２）の課題がどのように解決されるか、住民の生活にどのようなメリットや変化が生じるかを具体的に記入してください。




　○新規性・先進性（これまでに実施してきた取組とは異なる点を持ち、かつ先進的な取組であること）




　○継続性（事業実施後の定着に向けての工夫や実現可能性）




（４）地域内交通ネットワークの構築に向けた当該事業の役割
※当該事業が単に実施地区の利便性向上にとどまるのではなく、他地域との接続など域内全体のネットワーク構築の面からどのように寄与しているか、その役割や効果について記入してください。





（５）関係機関との調整状況
※民間事業者が申請者の場合は、市町との連携内容についても記載してください。






	８．実施手順、工程等

	※事業の各項目の手順が分かるように整理し記入してください。下記表の項目は、適宜修正いただいても結構です。
（１）事業実施年度
	　項目
	R7.
4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	R8.
1月
	2月
	3月

	事業計画協議
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	発注、システム開発
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	実証
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	効果検証
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	○○
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　



（２）事業実施後（本格運行や定着に向けたマイルストーン）
	項目
	令和８年度
	令和９年度
	令和１０年度
	令和１１年度
	令和１２年度

	○○
	　
	　
	　
	　
	　

	○○
	　
	　
	　
	　
	　

	○○
	　
	　
	　
	　
	　

	○○
	　
	　
	　
	　
	　






	９．検証項目と目標値、計測手法

	（１）検証項目と目標値
※検証が必要な項目と目標値を明確に記入してください。

例：当該サービスの利用者数（100人/日）　、サービス利用登録者数（1,000人）、
利用者満足度（△△％以上）、当該サービスに対する住民理解度（○○％以上）

（２）計測方法
※（１）で記入した検証項目を計測する方法を記入してください。
　例：当該事業における車両での乗降調査、登録名簿による確認、アンケート調査の実施


	１０．予算計画 

	(１)全体計画
※「実施項目」欄は、７（１）の事業概要欄の項目名と合わせてください。

	実施項目
	総事業費
	国や他地方公共団体等から補助金
	補助対象経費
	県費
	市町の負担
	事業者の負担

	
	千円
	千円
	千円
	千円
	千円
	千円

	
	千円
	千円
	千円
	千円
	千円
	千円

	
	千円
	千円
	千円
	千円
	千円
	千円

	合計
	千円
	千円
	千円
	千円
	千円
	千円



（２）支援申請額
	県が支援する費用
（申請者希望額）
	千円



（３）他の補助金等の申請予定
※本事業について、国（独立行政法人を含む。）または他の地方公共団体等から補助金等の交付を受ける予定がある場合は、当該補助金等の事業名等を記載してください。



	補助金等の主管
	
	補助金等の名称
	



（４）補助対象経費の内訳
※詳細に記載してください。
	項　目
	実施費用
	実施主体
（委託の場合は委託先）
	備　考

	
	千円
	
	

	
	千円
	
	

	
	千円
	
	

	
	千円
	
	

	
	千円
	
	








様式第１号　別紙（運転士等担い手確保（一般ドライバーを含む。）の事業）
事業の実施に関する計画
	１．補助事業の着手
及び完了予定日
	着手：令和　　年　　月　　日
完了：令和　　年　　月　　日

	２．補助の該当項目
※①②の上限は各100万円です。
	①ドライバーの確保に係る事業　　　　　　　　　　　　（上限100万円）

	
	· 二種免許取得支援
	⇒３．へ

	
	· 求人等(求人広告・イベント、健康診断、研修等)
	⇒４．へ

	
	· その他（　　　　　　　）
	

	
	②女性や外国人など誰もが働きやすい職場環境づくりを行う事業
（上限100万円）

	
	· セミナー開催
	⇒４．へ

	
	· 職場環境づくり
	

	
	· その他（　　　　　　　）
	


	３．二種免許取得支援関係

	（１）二種免許取得予定数
	免許種別
	一人あたり
平均経費
（A）
	取得予定人数
（B）
	合計
（C）＝（A）×（B）
	昨年度取得数
（参考）

	大型
	円
	人
	円
	人

	中型
	円
	人
	円
	人

	小型
	円
	人
	円
	人

	合計
	人
	円
	人



（２）採用に向けた工夫
※ドライバーの採用・雇用に向けて実施している工夫や取組について記入してください。




	４．補助対象事業の概要（二種免許取得支援以外）

	（１）実施に至った背景（現状と課題）
※地域や観光客などの移動需要に対してドライバーが不足している現状や課題など、具体的に記入してください。



（２）事業概要
※記載例を以下に掲げていますが、適宜項目を追加、修正いただいて結構です。
例１：事業名「求人イベント○○○の開催」
　労働意欲の高いシニア層を対象に、セカンドキャリアとしてドライバーの魅力を発信するイベントを開催する。
　開催予定日：令和７年９月頃
　イベント内容：・企業、職業の説明
・現職ドライバーとの交流
　摘要：過去に開催し、実際に採用・PRにつながった結果がある。

例２：事業名「女性専用トイレの増設工事」
　女性が働きやすい職場づくりのため、共有トイレしかない営業所に女性専用トイレを増設する。
　工事予定日：令和８年１月頃



（３）事業のポイント（期待される効果）
※（２）に取り組むことで、（１）の課題がどのように解決されるかなど、具体的に記入してください。
例：求人イベントを開催し、現職ドライバーと交流する機会を持つことで、参加者のドライバーという職業に関する疑問や悩み等を解消する場とする。





	５．補助対象事業費の内訳

	補助対象事業
	実施項目
	総事業費
	国や他地方公共団体等から補助金
	補助対象経費
	県費
(交付申請額)
	申請者の負担

	①
ドライバー
確保事業
	
	千円
	千円
	千円
	千円
	千円

	
	
	千円
	千円
	千円
	
	

	②
環境整備
事業
	
	千円
	千円
	千円
	千円
	千円

	
	
	千円
	千円
	千円
	
	

	合計
	千円
	千円
	千円
	千円
	千円



様式第１号－２

申請者（役員等）に関する事項

	職名
	よみがな
氏名
	生年月日
	性別

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	
	
	





様式第１号－３


令和　　年度歳入歳出予算書（見込）抄本


（歳入の部）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
	項　　目
	金　　額
	備　　考

	三重県交通不便地域等移動手段確保総合対策補助金
	
	

	自己資金


	
	

	
	
	

	合　　計
	
	




（歳出の部）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
	項　　目
	金　　額
	備　　考

	
	
	

	
	
	

	合　　計
	
	



　　令和　年度三重県交通不便地域等移動手段確保総合対策事業に関する歳入歳出予算書（見込）は、上記のとおりである。

年　　月　　日

住　　所　　　　　　　　　　
氏名又は名称　　　　　　　　


様式第２号
第　　　　　　　　　号
令和　　年　　月　　日


三重県知事　あて

住　　所　　　　　　　　　　
氏名又は名称　　　　　　　　

令和　　年度三重県交通不便地域等移動手段確保総合対策補助金
補助事業事前着手届


三重県交通不便地域等移動手段確保総合対策補助金交付要領第７条第２項の規定により、交付決定前の事業着手を行いますので、下記のとおり届け出ます。
なお、補助金の採択に至らなかった場合、事前着手している事業について補助が受けられないことを了承します。
記

１　補助対象事業名


２　事前着手（予定）日
　　令和　　年　　月　　日


３　事前着手する事業の内容および理由




様式第３号

第　　　　　号

  様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
令和　　年度三重県交通不便地域等移動手段確保総合対策補助金
交付決定通知書

　　令和　　年　　月　　日付け第　　　号で申請のあった「令和　　年度三重県交通不便地域等移動手段確保総合対策補助金」については、三重県交通不便地域等移動手段確保総合対策補助金交付要領第８条第１項の規定により、下記のとおり交付することを決定したので通知する。

令和　　年　　月　　日

三重県知事

記

１　補助金対象事業

２　補助対象経費及び補助金額は、次のとおりとする。
　　　　　　補助対象経費　金　　　　　　円
　　　　　　補助金の額　　金　　　　　　円　　　　（内訳別紙）

３　補助対象事業については、当該補助対象事業に係る事業の実施に関する事項を記載した計画に即して実施するものとする。

４　補助対象事業者は、三重県交通不便地域等移動手段確保総合対策補助金交付要領に定めるところに従わなければならない。




様式第３号　別紙

令和　　年度三重県交通不便地域等移動手段確保総合対策補助金
交付決定事業


　　補助対象事業者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
	補助対象事業の
名称及び内容
	補助対象事業の着手
及び完了予定日
	補助対象経費
	補助金額

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	






様式第４号
第　　　　　　　　　号
令和　　年　　月　　日

三重県知事　あて


住　　所　　　　　　　　　　
氏名又は名称　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和　　年度三重県交通不便地域等移動手段確保総合対策補助金
変更承認申請書


　令和　　年　　月　　日付け第　　　号をもって補助金交付決定通知のありまし
た標記補助金に係る補助対象事業の（内容・経費の配分）を下記のとおり変更した
いので、下記のとおり申請します。


記


１　変更事項及びその内容

２　変更する理由

３　補助金交付申請書（写）に変更する部分を上段に（）書きで２段書きした書類

４　その他参考となる書類










様式第５号

第　　　　　号

  様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
令和　　年度三重県交通不便地域等移動手段確保総合対策補助金
交付決定変更通知書

　　令和　　年　　月　　日付け第　　　号で変更申請のあった標記補助金については、三重県交通不便地域等移動手段確保総合対策補助金交付要領第９条第２項の規定により、別紙のとおり交付決定を変更したので通知する。

令和　　年　　月　　日

三重県知事

　　









様式第５号　別紙

令和　　年度三重県交通不便地域等移動手段確保総合対策補助金
交付決定事業（変更後）


　　補助対象事業者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
	補助対象事業の
名称及び内容
	補助対象事業の着手
及び完了予定日
	補助対象経費
	補助金額

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


　（注：下線部が変更部分）





様式第６号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　　　　　　　号
令和　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
三重県知事　あて

住　　所
氏名又は名称　　　　　　　

令和　　年度三重県交通不便地域等移動手段確保総合対策補助金
事業中止（廃止）承認申請書

　令和　　年　　月　　日付け　　第　　号で交付決定の通知のあった補助対象事業について、下記のとおり中止（廃止）したいので、三重県交通不便地域等移動手段確保総合対策補助金交付要領第１１条の規定により、その承認を申請します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

１　中止（廃止）の理由


２　中止（廃止）後の措置


３　その他参考事項




様式第７号

第　　　　　号

  様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
令和　　年度三重県交通不便地域等移動手段確保総合対策補助金
事業中止（廃止）承認通知書

　　令和　　年　　月　　日付け第　　　号で申請のあった標記補助金に係る補助対象事業の中止（廃止）（別紙）については、承認したので通知する。

令和　　年　　月　　日

三重県知事

　　






様式第８号

令和　　年　　月　日

三重県知事　あて


住　　所　　　　　　　　　　
氏名又は名称　　　　　　　　


令和　　年度三重県交通不便地域等移動手段確保総合対策補助金
補助対象事業状況報告書


令和　　年　　月　　日付け第　　　号をもって補助金交付決定通知のありまし
た標記補助対象事業の実施状況について、三重県交通不便地域等移動手段確保総合対策補助金交付要領第１３条の規定により、別紙のとおり報告します。




様式第８号　別紙

令和　　年度三重県交通不便地域等移動手段確保総合対策補助金
補助対象事業遂行状況表


　　補助対象事業者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
	補助対象事業の
名称及び内容
	補助対象経費の実績額
（ア）
	補助金額
（イ）
※（ア）に補助率を乗じた額
	交付決定額
（ウ）
	補助金額
（エ）
※（イ）または（ウ）の低い額
	備 考

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


　
（添付書類）
（１）補助対象事業の遂行状況を明らかにした書類




様式第９号
第　　　　　　　　　号
令和　　年　　月　　日

三重県知事　あて


住　　所　　　　　　　　　　
氏名又は名称　　　　　　　　


令和　　年度三重県交通不便地域等移動手段確保総合対策補助金
補助対象事業完了実績報告書


令和　　年　　月　　日付け第　　　号をもって補助金交付決定通知のありまし
た標記補助対象事業の完了実績について、三重県交通不便地域等移動手段確保総合対策補助金交付要領第１４条の規定により、別紙のとおり報告します。






















様式第９号　別紙

令和　　年度三重県交通不便地域等移動手段確保総合対策補助金
補助対象事業完了実績表


補助対象事業者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
	補助対象事業の
名称及び内容
	補助対象経費の実績額
（ア）
	補助金額
（イ）
※（ア）に補助率を乗じた額
	交付決定額
（ウ）
	補助金額
（エ）
※（イ）または（ウ）の低い額
	  備 考

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


　
（添付書類）
（１）補助対象事業が完了したことを確認するに足りる書類
　　　（二種免許取得支援関係の事業は二種免許取得一覧を添付すること）
（２）三重県交通不便地域等移動手段確保総合対策補助金交付要領において、別表２中「補助金の額の確定」の欄に規定する額を明らかにした書類
（３）補助対象経費の支払いを証する書類
（４）事業後の本格導入や定着に向けた計画書




様式第９号　別紙
二種免許取得一覧
	No.
	氏名
	免許種別
	教習所
	取得年月日
	雇用年月日
	性別
	従事
状況

	１
	
	大型　□
中型　□
普通　□
	
	令和
年　月　日
	令和
年　月　日
	男性 □
女性 □
	

	２
	
	大型　□
中型　□
普通　□
	
	令和
年　月　日
	令和
年　月　日
	男性 □
女性 □
	

	３
	
	大型　□
中型　□
普通　□
	
	令和
年　月　日
	令和
年　月　日
	男性 □
女性 □
	

	４
	
	大型　□
中型　□
普通　□
	
	令和
年　月　日
	令和
年　月　日
	男性 □
女性 □
	

	５
	
	大型　□
中型　□
普通　□
	
	令和
年　月　日
	令和
年　月　日
	男性 □
女性 □
	

	６
	
	大型　□
中型　□
普通　□
	
	令和
年　月　日
	令和
年　月　日
	男性 □
女性 □
	

	７
	
	大型　□
中型　□
普通　□
	
	令和
年　月　日
	令和
年　月　日
	男性 □
女性 □
	

	８
	
	大型　□
中型　□
普通　□
	
	令和
年　月　日
	令和
年　月　日
	男性 □
女性 □
	

	９
	
	大型　□
中型　□
普通　□
	
	令和
年　月　日
	令和
年　月　日
	男性 □
女性 □
	

	10
	
	大型　□
中型　□
普通　□
	
	令和
年　月　日
	令和
年　月　日
	男性 □
女性 □
	


※行が不足する場合は適宜追加すること。
※「取得した免許」は、取得した免許証の種類を□に✓すること。
※「従事状況」は、実績報告時点で従事している者に「○」を記入すること。
※「性別」は、取得した者の性別を□に✓すること。

（添付書類）
　・第二種免許を取得したことを証する書類



様式第１０号

第　　　　　号

　　　　　　　　　　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
令和　　年度三重県交通不便地域等移動手段確保総合対策補助金の
額の確定通知書

　　令和　　年　　月　　日付け第　　　号をもって実績報告のあった「令和　　年度三重県交通不便地域等移動手段確保総合対策補助金」については、三重県交通不便地域等移動手段確保総合対策補助金交付要領第１５条の規定により、下記のとおり確定したので通知する。

令和　　年　　月　　日

三重県知事

記


１．確定補助金額　　　　　　　金　　　　　　　円



様式第１１号

令和　　年　　月　　日

三重県知事　あて


住　　所　　　　　　　　　　
氏名又は名称　　　　　　　　


令和　　年度三重県交通不便地域等移動手段確保総合対策補助金
支払請求書


　令和　　年　　月　　日付け　　　第　　　号で補助金の額の確定のあった標記補助金について、下記のとおり補助金の支払いを請求します。

記

１　補　助　金　額　　　金　　　　　　　　　　円

２　受　　取　　人　　　住所
　　（口座名義）　　　　氏名

３　振込先金融機関
　　及び支店名

４　預　金　種　別

５　口　座　番　号


注　金融機関名及び口座名義にふりがなを入れること。

	発行責任者および担当者
・発行責任者　　　　　　　　　　　　（連絡先　　　－　　　－　　　　）
・担当者　　　　　　　　　　　　　　（連絡先　　　－　　　－　　　　）




様式第１２号

令和　　年　　月　　日

三重県知事　あて


住　　所　　　　　　　　　　
氏名又は名称　　　　　　　　


財産処分承認申請書


令和　　年度三重県交通不便地域等移動手段確保総合対策補助金に係る補助対象事業により取得した財産を、下記のとおり処分したいので、三重県交通不便地域等移動手段確保総合対策補助金交付要領第２１条の規定に基づき、申請します。


記


１　処分しようとする財産の明細

２　処分の内容

３　処分しようとする理由

４　その他必要な事項



様式第１３号

令和　　年　　月　　日

三重県知事　あて


住　　所　　　　　　　　　　
氏名又は名称　　　　　　　　


令和　　年度三重県交通不便地域等移動手段確保総合対策補助金
に係る消費税の額の確定に伴う報告書


　令和　　年　　月　　日付け　　　第　　　号をもって額の確定通知のあった標記補助金に係る補助対象事業の消費税について、以下のとおり報告します。


記

１　補助金の額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

２　補助金の額のうち消費税相当額　　　　　　　　　　　　　　　　円

３　２のうち仕入れ控除の対象とならなかった額　　　　　　　　　　円

４　補助金返還相当額2の額から3の額を差し引いた額） 　 　　　　円

注　別紙として確定申告書等を添付することとする。
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